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日本女性会議２０２７丸亀大会運営等業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領  

 

 

１．目的  

本業務は、日本女性会議２０２７丸亀（以下、「大会」という。）を令和９年 11 月 12 日、13 日、14

日に開催するにあたり、大会を市民・県民に周知するとともに、すべての参加者が様々なプログラ

ムを楽しめる大会となるように、円滑かつ効果的な大会運営を行うことを目的とします。 

事業の実施にあたっては、大会の周知、会場設営・運営等において、専門的知識や経験に基

づくノウハウなどを活用した優れた提案を得るため、公募型プロポーザル方式により受託候補者

を選定します。  

  

２．業務の概要  

（１）業務名  日本女性会議２０２７丸亀大会運営等業務委託  

（２）発注者   日本女性会議２０２７丸亀実行委員会（以下、「実行委員会」という。） 

（３）業務内容  別紙「日本女性会議２０２７丸亀大会運営等業務委託仕様書」のとおり 

（４）業務期間  契約締結日から令和１０年２月２９日まで 

（５）提案上限額 １１，０００，０００円（消費税相当額を含む） 

※提案上限額は、令和８年度及び令和９年度の総額である。  

※見積書を提出する際は提案上限額を超えてはならない。また、 令和８年度分については、 

１，０００，０００円（消費税相当額を含む。）を超えてはならない。 

 

３．参加資格  

本プロポーザルに参加しようとする者が満たすべき要件は、次のとおりとします。  

・令和３年４月１日～令和８年４月３０日までに、地方公共団体等の同種業務の履行実績を有する

こと。  

・香川県内に本社、支店もしくは営業所を有すること。  

・国税及び地方税の滞納がない者であること。  

・地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。  

・参加表明書の提出の日から受託候補者特定の日までに、国及び地方公共団体から指名停止

措置を受けていないこと。  

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に掲げる暴力

団又はその構成員及びそれらの利益になる活動を行う者でないこと。 

・破産法（平成１６年法律第７５号）の規定に基づく破産手続開始の申し立て、会社更生法（平成

１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）の規定に基づく再生手続の開始の申立てをしていない者又は申立てがなされていな

い者であること。  
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４．スケジュール   

項目 日程 

プロポーザル公募開始  令和８年５月７日（木）  

参加表明書等の提出期限  令和８年５月１５日（金）正午まで  

参加資格確認結果の通知 令和８年５月１８日（月）  

質問書の提出期限  令和８年５月２１日（木）正午まで 

質問書に対する回答  令和８年５月２６日（火）  

企画提案書等の提出期限  令和８年６月１５日（月）正午まで  

プレゼンテーション審査   令和８年６月２４日（水）  

審査結果通知  令和８年６月２５日（木）  

契約締結  令和８年７月予定  

  

５．参加表明書等の提出 

（１）提出場所・方法 

下記の書類を日本女性会議２０２７丸亀実行委員会事務局（丸亀市人権課男女共同参画室）

（以下、「事務局」という。）へ郵送または持参により提出すること。 

※持参の場合は、土日を除き、開庁時間内（8 時 30 分～17 時 15 分）に持参するものとする。  

（２）提出期限  

令和８年５月１５日（金）正午まで 

（３）提出書類 

ア． 参加表明書（様式１）   １部 

イ． 会社概要書（任意様式） １部 

ウ． 地方公共団体等の同種業務の履行実績を示す書類（任意様式）  １部 

エ． 国税及び地方税に未納がないことを証する書類 

※地方税については、所在地（本社または支店等）を管轄する都道府県税事務所又は市町

村が発行する納税証明書  各１部 

  

６．参加資格の確認・通知 

参加表明書等を提出した者については、３に定める参加資格要件を満たす者か確認を行

い、参加資格の有無を決定し、結果を令和８年５月１８日（月）までにメールにより通知

する。参加表明書等を提出した者が 1者の場合も同様とする。また、参加資格要件を満た

していなかった者に対しては、その理由を併せて通知する。 

 

７．質問書の受付及び回答 

質問がある場合は、質問書（様式２）を提出すること。質問書以外での問い合わせについては、一 

 切受け付けません。 
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（１）提出期限 

令和８年５月２１日（木）正午まで 

（２）提出方法 

事務局へメールで提出すること。なお、メールの件名は「日本女性会議２０２７丸亀大

会運営等業務委託に係る質問書」とすること。 

（３）質問書の回答 

質問書に対する回答は、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあるものを除

き、一括して質問回答書としてとりまとめ、参加資格を有する者全員に対して、令和８年

５月２６日（火）までにメールで回答する。 

 

８．参加辞退 

参加表明書提出以降に参加を辞退する場合、辞退届（様式３）を事務局へ事前に電話連絡

のうえ、持参または郵送で提出すること。なお、すでに提出された書類は返却しない。 

 

９．企画提案書等の提出  

（１）提出期限  令和８年６月１５日（月）正午まで 

※郵送の場合も、６月１５日（月）正午までに必着とする。  

（２）提出書類  

  書類名 様式及び添付書類等 

１ 企画提案書 （様式 4）  

２ 業務実績書  （様式 5）  

３  予定従事者調書  （様式 6）  

４ 見積書  （様式 7） 令和８年度、令和９年度の別で積算内訳を

添付すること  

（３）企画提案書作成要領  

表紙を除き、Ａ４で２０枚（両面印刷なら１０枚）以内とし、ページ番号を振ること。Ａ３の大きさ

のものがある場合は、Ａ４の大きさに折り込むこと。文字の大きさは原則として１１ポイント以上と

すること。（表中や図中の文字は対象外とする。）  

仕様書に基づく、以下の①～⑧について記載するほか、これ以外の事項についても積極的

に提案すること。  

①業務実績・経験：これまでに行った同種業務の中から、その実績と提案者の強み等について

述べること。  

②業務の実施体制：本業務の実施体制を示すこと 。 

③実施方針：本業務の目的を踏まえ、受託に向けた提案者の考え方及び取り組み方針を示す

こと。  

④業務フロー・スケジュール案：本業務における業務全般の実施手順やスケジュール、提案者

と実行委員会の役割分担を示すこと。 

⑤市民・県民への大会周知：市民・県民への大会周知方法・周知時期について提案すること。  



4  

  

⑥ボランティア統括業務のフロー：ボランティアスタッフの配置計画・募集方法について提案す

ること。  

⑦独自の提案：大会全体の中でおもてなしや演出などについて提案すること。また実施方法を

示すこと。  

⑧一部業務の発注や資材の調達における地域への配慮：該当があれば示すこと。  

（４）提出部数 正本（提出書類１から 4 を順に綴じたもの）１部、副本７部  

（５）提出場所・方法  事務局へ持参または郵送により提出すること。  

     ※持参の場合は、土日を除き、開庁時間内（8 時 30 分～17 時 15 分）に持参するものとする。 

 

１０．プレゼンテーション日程の通知  

企画提案書の提出があった者に対して、メールで「プレゼンテーション開催通知書」を送付し、

プレゼンテーションの日時と場所をお知らせします。  

  

１１．プレゼンテーション審査  

次のとおりプレゼンテーションを行います。  

項目  注意事項  

日時・会場   プレゼンテーション開催通知書にて通知する。   

持ち時間   ４０分以内   

出席者   ２名以内   

プレゼンテーション

内容   

・提案内容の説明（３０分以内）   

・質疑応答（概ね１０分）   

その他   

・提出した企画提案書以外の追加資料の配布は認めない。パソコン・

プロジェクター等の機材は使用可。ただし使用する際は必ず事前に

事務局に連絡すること。   

・パソコン（持参可能）、プロジェクター、スクリーンについては実行委員

会で用意する。   

  

１２．評価・結果通知  

日本女性会議２０２７丸亀大会運営等業務委託に係る受託者選定委員会の委員（以下「委員」

という。）が、提案内容について意見交換を行い、各委員が「表１ 採点基準及び配点表」「表２ 企

画提案の審査における評価基準」により５段階で評価します。  

各委員の評価項目の持ち点 80 点の 6 割を最低基準点とし、各委員の評価点数を合算して平

均した点数が最低基準点以上で最高得点を得た者を受託候補者に特定します。なお、最高得点

を取得した者が 2 者以上となる場合は、「表１ 採点基準及び配点表」中の「企画提案」の合計点

が最も高い者」、「見積書の金額が最も低い者」の順に受託候補者を特定します。それでも受託

候補者が特定できない場合はくじ引きとします。  

また、参加者が１者の場合であっても審査を実施し、その提案内容が最低基準を満たすと認め

られる場合は、その者を受託候補者として特定します。  
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受託候補者特定後、プレゼンテーション参加者全員に、令和８年６月２５日（木）にメールで「審

査結果通知書」を送付し（正式文書は後日郵送する）、特定した者の名称を通知します。  

 

表１ 採点基準及び配点表  

評価項目 評価の視点 配点 

基本姿勢  業務の目的への理解度、受託に向けた考え方、取り組み方針（熱意）企業

としての男女共同参画の取り組み  
１０点  

企画提案  ・円滑な大会運営にあたり、スタッフ数の確保は適切か。  

・ボランティア統括業務フローは適切で具体的な提案がなされているか。  
５点  

分科会の設営等（１日目）：   

・機材設備の調整、不具合への対応、スタッフの配置・実行委員会との役

割分担の適格性  

・分科会報告用スライドの作成スケジュール、実行委員会との役割分担の

適格性  

５点  

全体会の舞台運営（２日目）：  

大ホールでの舞台運営方法、また、大ホールをメイン会場とし、小ホールを

サテライト会場とした運営方法、スタッフの体制・役割・配置等の適格性  

５点  

大会の目的や特徴を踏まえ、どのような方向性で PR を行うかを理解し、適

切な PR 方針を示しているか。  
１０点  

・独自の提案について：効果のあるものとなっているか。  

プレ大会用動画作成、おもてなしや演出の提案、丸亀らしさや企画力   
１０点  

業務遂行

能力  

業務全般の実施手順やスケジュール、実行委員会との役割分担は妥当

か。  
１０点  

業務の実施にあたって、組織体制及び従事者の実務経験は十分か。  ５点  

過去５年間の類似業務の受託実績は十分か。   ５点  

価格  （提案価格のうち最低価格／自社の提案価格）×10（整数未満切り捨て） １０点  

地域貢献  一部業務の発注や資材の調達等において、地元に配慮した提案となって

いるか。  ５点  

合 計  ８０点  

  

表２ 企画提案の審査における評価基準  

評価  判断基準  

５  特に優れている。  

４  優れている。  

３  平均的な内容である。  
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２  内容が乏しい。  

１  内容が著しく乏しい。  

   ※重点項目（１０点）は、上記評価点に２を乗じた点数とする。  

  

１３．受託候補者との協議  

受託候補者は、実行委員会と仕様書、契約条件及び価格等の調整を行い、契約に向け

た協議を行うものとする。 

なお、受託候補者として特定された者とは、令和８年６月２５日(木)の審査結果通知

後、速やかに協議を開始することとする。 

協議により内容が確定した仕様書に基づき、受託候補者は見積書を提出し、実行委員

会の決定により受託者となる。 

なお、受託候補者との協議の結果、合意に至らなかった場合は、採点結果が次の順位

の者と同様の手続きを行うものとする 。 

  

１４．契約及び支払方法  

（１）契約の締結  

受託者は、速やかに実行委員会と契約を締結し、受託業務を実施するものとする。  

（２）支払方法  

  実行委員会は各年度の業務完了後、検査を経て委託料を受託者に支払うものとします。  

 

１５．失格・無効  

次のいずれかに該当する場合は、失格または無効とする。  

（１）提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合 

（２）提案限度額を超える場合 

（３）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（４）選定委員会委員に接触するなど、審査の公平性を害する行為があった場合 

（５）他の提案者と提案内容などについて相談を行った場合 

（６）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

（７）許容された表現方法以外の表現方法が用いられている場合 

（８）プレゼンテーション審査開始時間に不在の場合 

（９）契約締結時までの間に、プロポーザルの参加資格に記載した条件を満たさなくなった場合 

 

１６．その他の留意事項  

（１）企画提案書提出は、１者につき１件とします。  

（２）企画提案等の応募に関する全ての経費は、企画提案者の負担とします。  

（３）書類の作成に用いる言語は日本語、及び通貨は日本円とします。  

（４）提出された書類は一切返却しません。  

（５）企画提案書提出後の修正又は変更は認めません。ただし、やむを得ない理由により変更が生

じた場合で、実行委員会が承諾したものについてはこの限りではありません。  
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（６）提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、商標権、その他日本国の法令に基づいて保護さ

れる第三者の権利の対象となっている手法などを用いた結果、生じた事象にかかる責任は、す

べて提案者が負うものとする。 

（７）提出書類の著作権は、参加者に帰属します。ただし、実行委員会が本案件のプロポーザルに

関する報告、公表等のために必要な場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとします。 

（８）丸亀市プロポーザル方式取扱規程（平成 28 年 4月 1 日訓令第 31号）第 19 条の規定を

準用するため、プロポーザル参加者は、当該公開基準を了解のうえ参加すること。 

 

 

【問い合わせ先及び各種書類の提出先】 

日本女性会議２０２７丸亀実行委員会事務局 

（丸亀市総務部人権課男女共同参画室内）  

担当者：西山、有田、網野 

〒763-8501 香川県丸亀市大手町二丁目４番２１号 

電話 0877-24-8823（直通） 

E-mail danjo@city.marugame.lg.jp 


